
【 資料 １ － ２ 】

名古屋市国民保護協議会傍聴要領 （ 案 ）  
 

（ 目的 ）  
第 1 条  こ の要領は 、 名古屋市国民保護協議会の会議 （ 以下 「 会議 」 と い う 。） の

傍聴に関し 、 必要な事項について定める こ と を目的 と する 。  

 

（ 傍聴の手続 ）  

第 2 条  会議の傍聴を希望する者は 、 あ ら かじ め公表し た傍聴の定員及び方法に基

づき 、 傍聴の申出を し なければな ら ない 。  

 

（ 傍聴証等の交付 ）  

第 3 条  会議を傍聴する者 （ 以下 「 傍聴人 」 と い う 。） には 、 傍聴証 、 別紙の傍聴

に関する注意事項及び会議資料 （ 非公開情報に該当する も のを除 く 。） を交付す

る 。  

 

（ 傍聴証の提示 ）  

第 4 条  傍聴人が入場し 、 又は退場する と きは 、 傍聴証を傍聴受付の職員に提示し 、

その指示に従わな く てはな ら ない 。  

 

（ 会議場に入る こ と がで き ない者 ）  

第 5 条  次の各号の一に該当する者は 、 会議場に入る こ と がで き ない 。  

(1) 酒気を帯びた者 

(2) 旗 、 プ ラ カー ド 、 ポス ター 、 ビ ラ 、 拡声器 、 危険物その他会場に持ち込むこ

と が不適当であ る と 認め られる物品を携帯する者 

(3) 前各号のほか 、 議事を妨害し 、 又は人に迷惑を及ぼすおそれがあ る と 認め ら

れる者 

 

（ 傍聴人の守るべき事項 ）  

第 6 条  傍聴人は 、 静粛を旨 と し 、 次の各号に掲げる事項を守ら なければな ら ない 。  

(1) 傍聴席以外の会議場に立ち入ら ない こ と 。  

(2) 会議場では指定された席に着席し 、 私語 、 騒ぎ立て る こ と 、 みだ り に席を離

れる こ と 又は他人の迷惑 と な る行為を し ない こ と 。  

(3) 飲食又は喫煙を し ない こ と 。  

(4) 携帯電話 、 ポケ ッ ト ベルその他音を発する機器の電源を切る こ と 。  

(5) 協議会の委員等の発言に対し て批評を加え 、 又は公然 と 可否を表明し ない こ

と 。  



(6) 鉢巻き 、 腕章 、 たすき 、 ゼ ッ ケンの類を着用し 、 又は張 り 紙 、 垂れ幕を掲げ

る などの示威的行為を し ない こ と 。  

(7) 前各号のほか 、 議事の進行を妨げ 、 又は会議場の秩序をみだす行為を し ない

こ と 。  

 

（ 写真 、 ビデオ等の撮影及び録音等の禁止 ）  

第 7 条  傍聴人は 、 会議場において写真 、 ビデオ等を撮影し 、 又は録音等を し ては

な ら ない 。 ただ し 、 報道関係者に対し 、 協議会の会長 （ 以下 「 会長 」 と い う 。）

が許可し た場合は こ の限 り ではない 。  

 

（ 傍聴人の退場 ）  

第 8 条  傍聴人は 、 協議会が傍聴を認めない議題に関する審議等を行お う と する と

きは 、 直ちに会議場か ら退場し なければな ら ない 。  

 

（ 傍聴人への指示 ）  

第 9 条  傍聴人は 、 会長及び消防局防災部防災室職員の指示に従わなければな ら な

い 。  

 

（ 違反に対する措置 ）  

第10条  傍聴人が こ の要領の規定に違反し た と きは 、 会長は 、 傍聴人に対し て必要

な措置を命ずる こ と がで き る 。  

2  傍聴人が前項の規定に よ る命令又は前条の指示に従わない と きは 、 会長は 、 そ

の者に対し て会議場か ら の退場を命ずる こ と がで き る 。  

 

（ 委任 ）  

第11条  こ の要領に定める も ののほか 、 協議会の会議の傍聴に関し必要な事項は 、

会長が協議会に諮 り 決定する も の と する 。  

 

附 則 

こ の要領は 、 平成18年  月  日か ら施行する 。  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

傍聴に関する注意事項 

 

会議を傍聴さ れる方は 、 次の事項を守って く だ さ い 。  

 

1  会議場に入場又は退場する と きは 、 交付さ れた傍聴証を傍聴人受付の職員に

提示し 、 その職員の指示を受けて く だ さ い 。  

2  傍聴席以外の会議場に立ち入ら ないで く だ さ い 。  

3  会議場では指定された席に着席し 、 私語 、 騒ぎ立て る こ と 、 みだ り に席を離

れる こ と 又は他人の迷惑 と な る行為を し ないで く だ さ い 。  

4  飲食又は喫煙を し ないで く だ さ い 。  

5  携帯電話 、 ポケ ッ ト ベルその他音を発する機器の電源を切って く だ さ い 。  

6  協議会の委員等の発言に対し批評を加え 、 又は公然 と 可否を表明し ないで く

だ さ い 。  

7  鉢巻き 、 腕章 、 たすき 、 ゼ ッ ケンの類を着用し 、 又は張 り 紙 、 垂れ幕を掲げ

る などの示威的行為を し ないで く だ さ い 。  

8  会議場において写真 、 ビデオ等を撮影し 、 又は録音等を し ないで く だ さ い 。

9  その他議事の進行を妨げ 、 又は会議場の秩序をみだす行為を し ないで く だ さ

い 。  

 

上記の事項を守ら ない と き 、 又は協議会の会長及び消防局防災部防災室職員の

指示に従わない と きは 、 退場を命じ られる こ と があ り ます 。  

 

 

 

 

 

 


